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県や市町村などの地方公共団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、福

祉・教育・消防・ごみ・公園・道路等日々の生活の広い範囲にわたり様々な仕事をし

ています。 

個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ仕事のための費用を、住民

がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、言わば住民として暮らしていく

ために負担しなければならない会費のようなものとも言えます。 

個人住民税とは、市町村内に住所を有する個人に課税される県民税及び市町村民税

をあわせたもので、一括して市町村が課税し徴収しています。 

 

 

 

 

 

 

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）

が従業員（納税義務者）に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引

きし、従業員（納税義務者）の住所地の市町村へ納入していただく制度で、法令で義

務付けられています。（地方税法第 321 条の 4） 

 

 

特別徴収による納税の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人住民税について 

個人住民税の特別徴収のしくみ 

市
町
村 

事
業
主
（
給
与
支
払
者
＝
特
別
徴
収
義
務
者
） 

⑥税額の納入 
（翌月１０日まで） 

⑤給与から天引き 
（６月から翌年５月まで） 

2019年度から徹底 

従
業
員
（
納
税
義
務
者
） 

①給与支払い報告書の提出 
（１月３１日まで） 

③特別徴収税額決定通知 
（５月３１日まで） ④特別徴収税額決定通知 

②税額計算 
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 １月１日現在において所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）は、個

人・法人を問わず、原則、前年中に給与（給料・賃金、賞与、俸給など）を支払った

すべての者（給与所得者）について、給与所得者が１月１日時点でお住まいの市町村

長に提出しなければならないとされています。（地方税法第 317 条の 6） 

 

◎ 退職者、短期雇用者、アルバイト、パート、役員など給与をお支払いになったすべ

ての方について給与支払報告書を提出していただくようお願いします。 

 なお、給与支払報告書の提出の際はぜひｅＬＴＡＸをご利用ください（１３ページ

参照）。 

 

（１）提出先市町村 

給与支払報告書は、給与所得者（従業員等）の給与を支払った年の翌年１月１日

現在における住所地の各市町村に提出してください。 

中途退職者につきましては、退職時の住所地の各市町村に提出をお願いします。 

（２）提出対象者 

前年中１月から１２月までに給与等を支払った方全員について、提出してくださ

い。 

※ 給与支払額が 2,000 万円を超え年末調整を行わない方や、個人で税務署へ確

定申告をされる方についても給与支払報告書の提出が必要です。 

（３）提出期限 

給与支払報告書の提出期限は、毎年１月３１日です。 

受付は、随時行っております。期限直前は混み合いますので、早めの提出にご協 

力ください。 

（４）県内市町村の提出先及び問い合わせ先 

１５ページを参照してください。 

 

＜給与支払報告書のつづり方＞ 

給与支払報告書の提出については、下記のとおり仕分けていただくようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、記号「Ｂ」の乙欄該当者や記号「Ｆ」の退職者の場合は、個人別明細書の該当箇所に記載があ

れば、摘要欄への普通徴収該当理由の記入を省略することができます。 

１ 給与支払報告書の提出 

特別徴収（給与天引き） 

の従業員分 

普通徴収（個人納付） 

の従業員分 
仕切り紙 

個人別明細書 

 
摘要欄に普通徴収該当理由（記号又は略語）を必ず記入ください！ 

給与支払報告書（総括表） 

個人別明細書 
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＜給与支払報告書（総括表）の記入について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受給者総人員 

給与を支払った年の翌年１月１日現在で給与の支払を受けている者の総人員（前年中の退職者を除

く）を記入してください。 

島根県外の受給者も含めた総人員になります。 

◆報告人員 

各市町村への給与支払報告書を提出する人員（退職者を含む）を延べ人数で記入してください。 

個人別明細書の枚数と報告人員の数が一致するか確認してください。 

◆訂正が生じた場合 

提出後に内容の訂正が生じた場合は、総括表及び個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きして、

再度提出してください。 

 

 

＜普通徴収切替理由について＞ 

次のＡ～Ｇの特別徴収できない理由に該当する方がいる場合は、必ず普通徴収切替

理由書に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由の記号（又は

略語）を記入してご提出ください。 

個人別明細書摘要欄に「記号」又は「略語」の記載がない場合は、すべて特別徴収

として取り扱います。ただし、記号「Ｂ」の乙欄該当者や記号「Ｆ」の退職者の場合

は、個人別明細書の該当箇所に記載があれば、摘要欄への普通徴収該当理由の記入を

省略することができます。 

  

各市町村のホームページでも様式

をダウンロードできます。ホーム

ページアドレスは 14ページを参

照してください。 給与支払報告書（総括表）＜市町村によって様式が異なります＞ 
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＜特別徴収できない理由（普通徴収切替理由）＞ 

記 

号 
理由 内容 略語 

Ａ 
受給者総人員が 

２名以下 

給与を支払った年の翌年１月１日現在において、他の市

町村の受給者も含めた総人員（下記Ｂ～Ｆの理由に該当

して普通徴収とする対象者を除いた従業員数）が２名以

下 

２名以下 

Ｂ 
他の事業所で 

特別徴収の方 

他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴

収されている方（乙欄該当者）【給与所得者が、複数の事

業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱い

が異なる場合があります。】 

他特徴 

Ｃ 

毎月の給与支払額 

が少額で特徴でき 

ない方 

毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与

天引きできない方 
少額 

Ｄ 
毎月給与の支給が 

ない方 

給与の支払いが２か月に 1 回や年間４回など、不規則で

ある方（アルバイト、パート、役員についても、毎月支

給がある方は特別徴収となります。） 

不定期 

Ｅ 
個人事業主の 

事業専従者 

青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受

ける同一生計の親族の方は当分の間は普通徴収できるこ

ととしています。 

専従者 

Ｆ 

退職者又は退職 

予定者 

（５月３１日まで） 

退職された方又は５月３１日までに退職予定の方（休職

等により４月１日現在で給与の支払を受けていない方を

含みます。） 

退職者 

Ｇ 
電算システムの改 

修が必要な事業所 

特別徴収実施のための電算システム改修が必要な事業者

（規模の大きい事業者で特別徴収をするため電算システ

ムの改修等が必要となる場合、改修等に要する期間を聴

取の上、働きかけから３年を目途に特別徴収の開始を猶

予します。） 

システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 

３ 

１ 

普通徴収切替理由書＜市町村によって様式が異なります＞ 

普通徴収（個人納付）となる理由（Ａ

～Ｇ）ごとの人数を記入してください。 

－Ａ 

５ 
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※ ｅＬＴＡＸ又は光ディスクにより給与支払報告書を提出する場合は、１３ペー

ジをご覧ください。 

ｅＬＴＡＸ又は光ディスクで提出する場合も、同様に個人別明細書の摘要欄に５

ページの普通徴収切替理由を入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。 

ｅＬＴＡＸ又は光ディスクによる提出の場合のみ理由書の提出は不要です。 

普通徴収の理由を各従業員の給与支払報告書
（個人別明細書）の摘要欄に記入してください。 
＜例＞ 「Ｆ」又は「退職者」 

給与支払報告書（個人別明細書）＜記入例＞ 
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 従業員に給与の支払をする事業主（給与支払者）のうち、所得税の源泉徴収義務の

ある事業主は、市町村から特別徴収義務者として指定され、従業員の個人住民税を特

別徴収（給与天引き）していただくこととなります。 

（地方税法第 321 条の 4 及び第 328 条の 5 第 1 項） 

事業主や従業員の希望で、特別徴収（給与天引き）か、普通徴収（個人納付）かを

選択することはできません。 

 ＜普通徴収（個人納付）とは＞ 

 徴税吏員（市町村長もしくはその委任を受けた市町村職員）が納税通知書を納税

者に交付することによって地方税を徴収することをいいます。納期は、６月、８月、

１０月、１２月又は１月において、市町村の条例により定めています。 

 

 

 

前年中（１月１日～１２月３１日）に給与の支払いを受けており、翌年４月１日現

在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方。 

（注１） パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員から特別徴収（給与天引

き）する必要があります。 

（注２） 前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、４月１日に在職する場合 

は特別徴収（給与天引き）が必要です。 

 

 

 

 市町村は、特別徴収義務者である事業主（給与支払者）に毎年５月３１日までに「給

与所得等に係る市（町・村）民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を送

付します。 

○特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用） 

特別徴収義務者である事業主（給与支払者）の納入すべき特別徴収税額の月別 

合計金額が記載してあります。 

従業員（納税義務者）の特別徴収税額の明細を記載していますので、５年間大

切に保管してください。 

○特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用） 

 従業員（納税義務者）に個人住民税の特別徴収税額を通知するためのものです。

個人のプライバシーに関するものですので、その取扱いに際しては、細心の注意を

払うことにご留意ください。 

○納入書（月毎に１枚、計１２枚） ※ 枚数等は市町村により異なります。 

○特別徴収関係書類（しおり、手引きなど市町村ごとに名称は異なります。） 

 

２ 特別徴収義務者の指定 

３ 特別徴収の対象になる従業員 

４ 特別徴収税額の通知 
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「特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」に、各従業員（納税義務

者）の特別徴収税額が記載されていますので、６月から翌年５月までの１２回に分け

て、毎月の給与の支払の際に当該月分の月割額を天引きしてください。なお、月割額

（初回）は、端数処理や均等割額以下の取り扱いにより、他の月分の月割額と異なる

ことがあります。 

 

 

 

 特別徴収（給与天引き）した個人住民税の月割額の合計額は、徴収した月の翌月１

０日までに同封の「納入書」によって納入してください。ただし、翌月１０日が土・

日曜日、又は祝日の場合は、その翌日が納期限となります。 

（地方税法 321 条の 5） 

 なお、中国５県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合は、各市町村で発行

する「郵便局指定通知書」が必要になります。 

 

納期の特例（年２回の納入） 

 給与の支払を受ける者が常時１０人未満の事業所は、申請により市町村長の承認を

受けることにより、毎月の納入から年２回（６月から１１月までの分を１２月１０日

までに、１２月から翌年５月までの分を６月１０日までに）の納入に変更することが

できます。（地方税法 321 条の 5 の 2） 

※「常時１０人未満」かどうかは、繁忙期など一時的に雇用する者を除く従業員の数で判断します。 

※この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月天引きしてください。 

※当該市町村の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が

認められない場合があります。 

※承認後、給与の支払を受ける者が常時１０人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必

要な事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。 

※納期の特例申請書の様式については、各市町村にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 特別徴収税額を通知した後、従業員（納税義務者）による期限後申告や事業主（特

別徴収義務者）による給与支払報告書の訂正等により税額に変更が生じたときは「特

別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」により、変更後の特別徴収税額

を通知します。この場合は変更後の通知書によって以後の月割額を天引きの上、納入

してください。 

５ 特別徴収税額の天引き 

６ 特別徴収税額の納入 

７ 特別徴収税額に変更があった場合 
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 従業員（納税義務者）が退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、

次の手続が必要です。 

   異動事由 

     時期 

手続等 

退職・休職など 
転勤 

（転職含む） 
6 月 1 日～12 月 31 日 

の異動 

1 月 1 日～4 月 30 日 

の異動（※） 

 

異動届出書 

の提出 

 

Ｐ10 の９参照 

異動した月の翌月１０日まで 

  異動届出書様式のうち、「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄、「控除 

社会保険料額」欄、「一括徴収」欄にも必要事項をご記入ください。 

     

 

       

毎年１月１日以後に他市

町村へ転出した場合は、

転出先住所地の市町村へ

も異動届出書を提出してく

ださい。 

転勤先の給与担当者に連

絡の上、「新しい給与支払

者（特別徴収義務者）」欄

に転勤先を記入してくださ

い。        

 

 

異動翌月以降 

の月割額の 

天引き方法 

退職者からの申出 

がない場合は 

天引き不要 

（普通徴収に切り替え） 

従業員（納税義務者）に

改めて通知し、従業員

（納税義務者）に直接納

付していただきます。 

 

退職時に一括徴収 

Ｐ10 の 10 参照 

 

給与又は退職手当等 

の支払の際に一括して

天引きしていただきま

す。 

 

転勤先にて 

特別徴収を継続 

 

転勤先の事業主（給 

与支払者）において、 

引き続き、天引きを 

していただきます。 

従業員（納税義務者）の申

し出があれば、一括徴収し

てください。 

 

退職後、5月 31日までに

支払予定の給与及び退職

手当等の合計額を超える

残税額がある場合に限り、

普通徴収（個人納付）への

切り替えとなります。 

転勤先の事業主（給与支

払者）に必ず月割額及び

何月分から天引きするか

等を連絡してください。 

退職手当等 

に対する税額 

退職手当等の支払の際に天引きして、退職した年の１月１日現在 

に従業員（納税義務者）が居住する市町村に納入（天引きした翌 

月 10 日まで） 

（※）5月 1日から 5月 31日までの間に異動された場合も、異動届出書の提出が必要となります。 

 

 

 異動届出書の提出がないと、特別徴収義務者である事業主（給与支払者）の特別徴

収義務は継続され、納入がない場合は、督促状等をお送りすることがありますのでご

注意ください。 

ご注意 

８ 従業員が退職等で異動した場合の手続 
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 従業員（納税義務者）が退職、休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった

場合は、特別徴収義務者である事業主（給与支払者）は「給与支払報告・特別徴収に

係る給与所得者異動届出書」を、その事由が発生した日の属する月の翌月１０日まで

に各市町村へ提出しなければなりません。（地方税法施行規則第９条の５） 

 この届出書の提出が遅れますと、従業員（納税義務者）本人への納税通知書の送付

が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、事業主（特別徴収

義務者）あてに督促状等をお送りする恐れがありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 従業員（納税義務者）が退職、休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった

場合は、次のとおり異動翌月以降の月割額の未徴収税額を、給与又は退職手当等から

まとめて天引きしていただきます。 

（注）死亡退職の場合や、未徴収税額が５月３１日までの給与・退職手当等の合計額

を超える場合は、一括徴収ができません。なお、一括徴収制度は、退職後の納税

の負担等を考慮して設けられた制度ですので、趣旨をご理解いただき、従業員（納

税義務者）には一括徴収を勧奨していただきますようご協力をお願いします。 

①６月１日から１２月３１日までの異動の場合 

  従業員（納税義務者）からの申出がある場合は、未徴収税額をまとめて給与から 

天引きしていただきます。 

②１月１日から４月３０日までの異動の場合 

従業員（納税義務者）からの申し出にかかわらず、未徴収税額をまとめて給与か

ら天引きしていただきます。 

 

  一括徴収された税額は、翌月１０日までに、他の従業員（納税義務者）の特別徴

収税額とあわせて納入していただきます。 

 

 

 

 

 毎年４月１日現在の在職者は特別徴収が義務付けられていますが、４月２日以後に

雇用された従業員についても、年度途中で特別徴収に切り替えることができます。 

 特別徴収に切り替える場合には、「市町村民税・県民税 給与所得等に係る特別徴収

への切替申出書」をご提出ください。 

９ 異動届出書の提出 

10 異動翌月以降の特別徴収税額の一括徴収 

11 新たに特別徴収する場合(普通徴収からの切替) 
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 事業主（特別徴収義務者）の所在地等に変更があった場合には、「特別徴収義務者所

在地・名称変更等届出書」（様式は各市町村により異なります。）をご提出ください。 

 

 

 

 

 退職手当等に関する個人住民税は、所得税と同様に他の所得とは分離して計算し、

所得税の源泉徴収とあわせて、退職手当等から天引きし、納入していただきます。 

 納入していただく市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日（通常は退職日）

の属する年の１月１日現在における住所地の市町村です。 

 

＜退職所得に係る住民税額の計算方法＞ 

 同一年中に２以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について

算定される退職所得の金額において計算します。 

１ 退職所得の金額 

（１）退職所得の金額＝（退職手当等の支払額－退職所得控除額）×１／２（※１） 

（１，０００円未満の端数切り捨て） 

（２）退職所得控除額の計算（※２） 

① 勤続年数が２０年以下の場合 

４０万円×勤続年数（８０万円に満たないときは、８０万円） 

② 勤続年数が２０年を越える場合 

８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年） 

※１ 勤続年数５年以内の法人役員等については「１／２」は適用されません。 

※２ 退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになり退職した場合は、上

記①又は②の金額に１００万円を加算した金額が控除されます。 

 

２ 特別徴収すべき税額の計算 

 退職所得の金額に、市町村民税：６％と県民税：４％を適用して計算します。 

※ 特別徴収すべき税額に、１００円未満の端数がある場合は、それぞれの端数を切り捨てます。 

 

３ 納入の手続き 

 退職手当の支払者は、特別徴収した税額など所要事項を退職所得に係る「市町村民

税・道府県民税納入申告書」（市町村により様式は異なります。）に記載し、その申告

書を徴収した月の翌月１０日までに、それぞれの市町村長に提出し、申告した税額を

同日までに市役所・町村役場、指定金融機関又は収納代理金融機関にて納入書により

納入してください。 

 

12 事業主（特別徴収義務者）の所在地等に変更があった場合 

13 退職手当等に係る個人住民税の特別徴収 
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＜納入先一覧＞ 

●個人住民税は、市町村の窓口のほか、下記の金融機関で納入できます。 

 県内の金融機関 県外の金融機関 

山
陰
合
同
銀
行 

島
根
銀
行 

し
ま
ね
信
用
金
庫 

日
本
海
信
用
金
庫 

島
根
中
央
信
用
金
庫 

島
根
益
田
信
用
組
合 

島
根
県
農
業
協
同
組
合 

Ｊ
Ｆ
し
ま
ね
漁
業
協
同
組
合 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局 

み
ず
ほ
銀
行 

鳥
取
銀
行 

広
島
銀
行 

山
口
銀
行 

米
子
信
用
金
庫 

西
中
国
信
用
金
庫 

商
工
組
合
中
央
金
庫 

中
国
労
働
金
庫 

松江市 〇 〇 〇  〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇  
〇
※2 〇 

浜田市 〇 〇  〇  〇 〇 〇 〇        〇 

出雲市 〇 〇 〇  〇  〇 〇 〇 〇 〇      〇 

益田市 〇 〇  〇  〇 〇 〇 〇    〇  〇  〇 

大田市 〇 〇   〇  〇 〇 〇        〇 

安来市 〇 〇 〇    〇  〇  〇   〇   〇 

江津市 〇 〇  〇 〇  〇  〇        〇 

雲南市 〇 〇 〇    〇  〇        〇 

奥出雲町 〇  〇    〇  〇         

飯南町 〇  〇    〇  〇         

川本町 〇    〇  〇  〇         

美郷町 〇    〇  〇  〇         

邑南町 〇    〇  〇  〇         

津和野町 〇      〇  〇      〇   

吉賀町 〇      〇  〇      〇   

海士町 〇      〇 〇 〇         

西ノ島町 〇      〇 〇 〇         

知夫村 〇      〇 〇 〇         

隠岐の島町 〇 〇     〇 〇 〇         

 

※1：ゆうちょ銀行について中国地方５県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入を希望される場合は、

納入を希望されるゆうちょ銀行・郵便局へ「指定通知書」を提出する必要があります。「指定通

知書」については、各市町村にお問い合わせください。 

※2：松江支店のみ 

 

 

※1 

 

これからは、インターネットで簡単手続！給与支払報告書の提出は、エルタックスを是非ご利用ください！ 

http://www.eltax.jp/ 
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＜ｅＬＴＡＸ（エルタックス／電子申告）について＞ 

 給与支払報告書の提出はｅＬＴＡＸ（エルタックス／電子申告）をご利用ください。 

 平成２６(2014)年１月１日以降に提出する給与支払報告書について、税務署への源

泉徴収票をｅ－ＴＡＸ又は光ディスク等による提出が義務付けられた事業所について

は、市区町村に提出する給与支払報告書の提出についても、ｅＬＴＡＸ又は光ディス

ク等により提出することが義務付けられました。 

 

＜ｅＬＴＡＸによる提出＞ 

ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）を利用し、インターネットを通じて給与支払

報告書等を提出する場合は事前の準備と登録等の手続きが必要です。 

〇ｅＬＴＡＸに関する問い合わせ先 

電話 ０５７０－０８１－４５９  ホームページ http://www.eltax.jp/ 

 

＜電子データによる提出時のお願い＞ 

○提出の際は、なるべく早めの提出にご協力ください。 

 （データ不備の場合、再提出をお願いする場合がございます。） 

○ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替

理由書の提出は省略できますが、特別徴収できない方については、お使いの法定調

書作成ソフトで住民税徴収方法を「普通徴収」で登録し、必ず、摘要の項目に該当

する記号（Ａ～Ｇ）又は略語（５ページの普通徴収切替理由書の記載内容を参照）

を入力いただきますようお願いします。記号又は略語の入力がない場合は、特別徴

収対象者として取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ＰＣｄｅｓｋ（ｅＬＴＡＸ対応無料ソフトウェア）を使用した場合の個人別明細書の入力画面（例） 

※ご使用されている法定調書作成ソフトによって、画面は異なります。 

Ｄ 不定期 又は 

両方の欄に記載がないと、普通徴収と

して取り扱われません 
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＜県・県内市町村ホームページアドレス＞ 

この取組（2019年度からの個人住民税の特別徴収の県内一斉実施）に関する情報は、 

こちらのアドレスからご覧いただけます。 

担当課 ホームページアドレス 

島根県総務部税務課納税グループ  http://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/oshirase/kyuu

yo_tokutyou.html 

 

各種届出書等は、こちらのアドレスからダウンロードできます。 

市町村名 担当課 ホームページアドレス 

松江市 市民税課 http://www1.city.matsue.shimane.jp/hoken/zeikin/kojinjuu

minzei/ 

浜田市 税務課 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/148115562

1819/index.html 

出雲市 市民税課 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/section/00000000000

00/1107397190037/index.html 

益田市 税務課 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/19/ 

大田市 税務課 http://www.city.ohda.lg.jp/tag/30/ 

安来市 税務課 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/zeikin/zeikin

/shikenmin/kyuyo-tokubetsu.html 

江津市 税務課 http://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/8/ 

雲南市 税務課 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/zeikin/ 

奥出雲町 税務課 http://www.town.okuizumo.shimane.jp/admin/admin/admin040

/030/ 

飯南町 住民課 http://www.iinan.jp/organization/organization06/ 

川本町 町民生活課 http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/category/choumins

eikatsu/ 

美郷町 住民課 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/52/ 

邑南町 税務課 http://www.town.ohnan.lg.jp/www/genre/1000100000050/inde

x.html 

津和野町 税務住民課 http://www.tsuwano.net/www/section/0000000000000/1000000

000003/index.html 

吉賀町 税務住民課 http://www.town.yoshika.lg.jp/index.html 

海士町 住民生活課 http://www.town.ama.shimane.jp/ 

西ノ島町 町民課 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/ 

知夫村 総務課 http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/organization/soshiki/

org-soumu/ 

隠岐の島町 税務課 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/10010

00000087/index.html 
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＜県・県内市町村お問い合わせ先＞ 

 

 

＜個人住民税の特別徴収（給与天引き）に関するＱ＆Ａ＞ 

島根県ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/oshirase/kyuuyo_tokutyou.html 

 

 

 

 

 

平成３０(2018)年１月発行 

この取組（2019年度からの個人住民税の特別徴収の県内一斉実施）に関するお問い合わせ先 

担当課 電話番号 所在地 

島根県総務部税務課納税グループ  0852-22-6830 〒690-8501 松江市殿町1 

 

個人住民税の具体的な手続に関するお問い合わせ先（各市町村 住民税担当課） 

市町村名 担当課 電話番号 所在地 

松江市 市民税課 0852-55-5151 〒690-8540 松江市末次町86  

浜田市 税務課 0855-25-9232 〒697-8501 浜田市殿町1 

出雲市 市民税課 0853-21-6898 〒693-8530 出雲市今市町70 

益田市 税務課 0856-31-0609 〒698-8650 益田市常盤町1-1 

大田市 税務課 0854-83-8022 〒694-0064 大田市大田町大田ロ1111 

安来市 税務課 0854-23-3041 〒692-8686 安来市安来町878-2 

江津市 税務課 0855-52-7931 〒695-8501 江津市江津町1525 

雲南市 税務課 0854-40-1034 〒699-1392 雲南市木次町里方521-1 

奥出雲町 税務課 0854-52-2671 〒699-1832 仁多郡奥出雲町横田1037 

飯南町 住民課 0854-76-2213 〒690-3513 飯石郡飯南町下赤名880 

川本町 町民生活課 0855-72-0632 〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3 

美郷町 住民課 0855-75-1213 〒699-4692 邑智郡美郷町粕渕168 

邑南町 税務課 0855-95-1193 〒696-0192 邑智郡邑南町矢上6000 

津和野町 税務住民課 0856-74-0069 〒699-5292 鹿足郡津和野町日原54-25 

吉賀町 税務住民課 0856-77-1113 〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750 

海士町 住民生活課 08514-2-0858 〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士1490 

西ノ島町 町民課 08514-6-0103 〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷534 

知夫村 総務課 08514-8-2211 〒684-0102 隠岐郡知夫村1065 

隠岐の島町 税務課 08512-2-8574 〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町1 

島根県 特別徴収 


